
船舶事故調査報告書 

 

                                   

平成２２年１０月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                                      委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１９日 ２２時０５分ごろ 

発生場所 大分県津久見市楠屋
くすや

鼻
はな

沖 楠屋埼
くすやさき

灯台から真方位０６０°１.５海里

（Ｍ）付近（概位 北緯３３°０８.２′ 東経１３１°５６.３′） 

事故調査の経過  平成２２年６月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ 貨物船 ひろしま、４,６７４トン 

   １４１０７８、オーライン株式会社  船舶番号、船舶所有者等 

   １１８.７９ｍ（Lr）×２１.００ｍ×１１.００ｍ、鋼  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ディーゼル機関、３,３０９kＷ、平成２１年５月  機関、出力、進水等 

Ｂ 貨物船 第十 文章
ぶんしょう

丸、４９７トン 

   １３４２０４、やまは工業株式会社 

   ６４.１８ｍ（Lr）×１３.２０ｍ×７.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１６年６月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月２日 

    免状有効期間満了日 平成２６年６月２４日   

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成６年１１月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月２日 

    免状有効期間満了日 平成２２年１１月１６日 

  機関員Ｂ 男性 ５９歳 

五級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 昭和４７年１０月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月１５日 

    免状有効期間満了日 平成２７年５月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部から船尾部にかけて亀裂及び凹損 

Ｂ 船首部に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、船長Ａが、甲板手とともに船橋当
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 直にあたり、約１９９°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１３.７ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により楠屋鼻北東

方沖を航行中、平成２２年６月１９日２１時５５分ごろ、右舷船首方約３

Ｍのところに、目視によりＢ船の白灯及び緑灯を認めた。 

 船長Ａは、２２時００分ごろ、Ｂ船の白灯及び緑灯に加え、紅灯を認め

たので、左舵約２０°をとり、衝突直前に舵中央、続いて減速したが、２

２時０５分ごろ、楠屋埼灯台から０６０°１.５Ｍ付近において、Ａ船の右

舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び機関員Ｂほか３人が乗り組み、機関員Ｂが、単独の

船橋当直にあたり、２１時５５分ごろ、約０２０～０２５°の針路及び約

１１.２kn の速力で、自動操舵により楠屋鼻南東方沖を航行中、正船首方

約３Ｍのところに、レーダーによりＡ船を認めた。 

機関員Ｂは、Ａ船と左舷を対して航過できるものと考えていたが、２１

時５９分ごろ、Ａ船を真正面に認めたので、右転を開始し、衝突直前に手

動操舵に切り替え、右舵一杯、続いて機関を停止としたが、Ａ船と衝突し

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波 なし 

 その他の事項 事故当時、事故発生場所付近には、Ａ船の右舷前方を南進する船舶が存

在したが、Ａ船が右転することに支障となる船舶や障害物はなかった。 

船長Ａは、Ｂ船が右転を開始する前は、Ｂ船がＡ船とほぼ平行な針路で

反航してくるものと判断して航行していたため、Ａ船が左転すれば、Ｂ船

を避けられるものと考えていた。 

機関員Ｂは、海技士（航海）の海技免状を受有していなかったが、船橋

当直を約３０年行い、事故発生場所付近の航行回数は年に数十回であっ

た。しかしながら、機関員Ｂは、有効な資格を受有せずに単独の当直に当

たっており、船員法に定める航海当直基準に違反していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、楠屋鼻沖を南南西進中、船長Ａが、船

首方にＢ船の白灯及び両方の舷灯を認めた際、Ａ

船が左転すれば、Ｂ船を避けられるものと思い込

み、左転したものと考えられる。 

Ｂ船は、楠屋鼻沖を北北東進中、機関員Ｂが、

正船首方に認めたＡ船を避けるため、右転したも

のと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船を避けるために左転したが、事

故当時、事故発生場所付近には、右転することに

支障となる船舶や障害物はなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、楠屋鼻沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が北北東

進中、Ｂ船が正船首方のＡ船を避けようとして右転した際、Ａ船が左転し

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




